
様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6月謎日
金沢市長 殿

届出者
住所金沢市下近江町30－1
氏名 ヤマカ水産株式会社

代表取締役社長紙谷一成
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号(076) 232-1255

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条Iミ

の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ ’

１

１

ｊ

ｌ

~
~
~
~
~
~
~

’

保管事業場の名称 近江町いちぱ館

保管事業場の所在地 金沢市青草町88番地

| ’’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 業務部長岡谷清史 (076) 231-3323

保管の場所 近江町いちぱ館5F電気室にて保管

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類番号 総重景
（1台当たり
砿最×台数）

参考事項定格

容量
台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 ｜製造年月 表奮号

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
菰最×台数）

参考事項
蕊|製造着名|型式製誉年|表零号

台数又は
容器の数

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重斌×台数）

参考事項定格
容量

製造年
月

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

表示記号
等

製造者名 型式

電菱
機

一
一
一

微量 2022.11.10群桐エコロ(株) |2022.11.2660K VA S46 IL600731 変圧器（トランス） 1
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年 6 月30日
金沢市長 殿
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届出者

住所〒920-0377石川県金沢市打木町東1306番地

氏名株式会社山鐵 代表取締役山田章善
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-240-4848

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に閲する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について
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保管事業場の名称 株式会社山殿

保管事業場の所在地 石川県金沢市打木町東1306番地

’ 電話番号’電話番号代表耽諦役山田章善特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-240-4848

’ 保管の場所 倉庫内

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出善（保管事業者及び所有事業者用）

に今年ア月I (i日
金沢市長 殿

住所念ﾗ昨雪たき町卜166
届出者

氏名托求博紀
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号、76皇ら7－年うダダ
する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

、

ポリ塩化ビフェニル廃

の規定に基づき、令和D規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 .ボリ蟷化ビフェニル廃棄物について
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保管事業場の名称 専光寺町倉庫

保管事業場の所在地 金沢市専光寺町ハ67番地

’ |電話欝号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 矢木博光

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

量 保管の状況廃棄物の型式等

処分予

定

年月型ゞ“造隼u 蓋誓＝蕊 鵬‘
台数又
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容器の

数

濃度
区分

処理業者との

調整状況
分別・

混在の

別

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（ 1台当たり

砿凰×台数）

容器の

性状

囲い等
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漏れ等の

おそれ
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囲い

有、掲
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なし

(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

’廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由’番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり
凧蹟x台数）

参考事項製造年月 表示記号
等

台数又は

容器の数
定格
容量

型式

I

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

量廃棄物の型式等
濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地容量 製造衞名 型式 |製育隼壷零号定格 ！ 台数又は 総重量

容器の灘 柵期
番号 廃棄物の種類 参考事項

’~ ’
④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

量 ｜ 自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等
濃度

区分 処分 処分後の廃棄物の

年月日 種類及び処分先
処分

年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先製造者名 型式 ’

総重量
（ 1台端たり

n国×台数）

参考事項番号 廃棄物の種類 処分

年月日

定格

容量

処分委託

年月日

処分受託苔の

名称
製造年
月

’

表示記号
等

台数又は
容器の数

i

詩|剛0 ‘：！‘剛諦‘脚形!”,蝋
蹄
度 q挫蕊鮮鮴臥込
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(3kg以上）
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(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

｜
所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分’

総重量
（1台当たり

電量×台数）

参考事項番号 製品の種類 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

定格
容量

台数又は
容器の数型式 製造年月表示記号

等
製造者名

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
I1

rn

所有開始
年月日

所有開始
塲所

所有開始
理由

総重量
(1台当たり
i、識×台数）

参考事項製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

｜ ’



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’

番号 製品の種類 総重量
（1台､場たり
in船×台数）

参考事項

蕊製造誉名 型式製造年月表奮号
台数又は
容器の数

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3~ 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容騒」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは､ ~保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9 「量」の棚のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13. 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14~ 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフエニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21 ． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用

製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。

、



司

産業廃棄物管理票（マニフエスト)E票
、

■『
|蠅舗’交付担当者|ぎ 震名疑祁蝋一心鯉g鯛~5~78ざ8 整理番号交付番号

~鰯寺町繊‘; ~…
所在地〒，師露砺:《電話番号U76E彌扉恥55
櫛Ⅲ離蜜沢*奪韮寺即､67番地

．
（
排
出
事
業
増
）

幕
~
桑
~
竃

（
排
出
者
）

事

業

者

”6.蕊7母355電話番号〒住所

霜洲県壷沢市導光寺町卜16御番地

~了〒~〒画種類階別管理産業廃棄物） ~ ：
□7000引火性廃油口7424燃えがら(有害),~
□70I0引火餓油侑割.EI7425'廃油侑害）
□7100強酸 ~ □.7426汚泥(有害),
D71旧強酸(有害） □7427廃酸(有害）

□7200強アルカリ ~‘□7428.廃7?ﾙｶ,ﾘ侑割

□721.0強ｱﾙｶﾘ(").D7429W"(有割
D･790Q感染樹購物ロブ43Q1鍔臓物棺割．
E74iO･PCB等． 口加0廃水銀等D G O
B742i廃石綿等 ~ □・・ ~

□7唾指定下水汚泥 □ ~ ~ “

,□､7“鉱さい~(有害） ｜□ ~ ’

数量.(及び単位）

~ゴラ,論イ｜縁

荷姿

湧れ赫止型金属春蕃

縫て運搬

ｌ
ｌ
ｌ

Ｇ

琴

ｑ

“

。

．

・

・

・

，

｜

剛

~

鯛

~

~

胤

州

鮴

~
ん
》
鋤

~

ず

一

棚
謂
繍
~
卿
搾
抑
蔀
岬
剛
聯
~

鐸業

知

細

細

知

皿

加

麺

如

皿

~

嘘
ｎ
口
ｎ
口
即
日
印
、
剛
口
口

通

~

．

、

．

．

；

類

~

・

~

‐

・

普

“

↓

・

さ

・

や

叩

叩

雪

》

■

色

●

恥

”

”

ロ

ロ

令

鰄

幟

Ｉ瀧
蝿
~
か

《

~
４
酢
肺
~
駒
哉
談
管

口
脆
諏
癖
騨
蒔
鰄
細
淑
雛
ゴ

雛

ム

ザ
マ

Ｇ

Ｄ

．

０

０

９

０

０

０

０

０

．

０

０

０

０

ｔ

０

．

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

・

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

１

~
ロ
ロ
ロ
ロ
□
ロ
ロ
□
□
□
□ □1I00ゴ

ムくずアミ

産

業

廃

棄

物

産業廃棄物の名称PCB廃棄物

I

有害物質等 処分方法

洗浄,分離"分解
中
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
‐
Ｉ
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者

PCB
~~~~

備考・通信欄

口水銀使用製品産業廃棄物
口水銀含有ぱいじん等
画石綿含有産業廃棄物

、
トー

中間処理

産業廃棄鞠

トー

最終処分

の場所

トー

室莫廃葉鎗

－

最終処分

の場所

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交f 亘

亭

一

．

坐

~

~

「

口帳簿記載のとおり

ロ.-当欄記載の雷雷ず

骨
も

~

ア了一, ･ ･･. .‐ .．
■ ○

■

■

争

E C

句

◆

鞠（
処
分
事
嬢
場
）

遍
撤
先
の
率
業
遥

旬

運
撤
受
託
者

受
託
者

貯蒙･環境安全事業〈欄北海通PCB送株式会稔 P｡

E = 一・

所涯通~弓詞卵司噸7 電話番割1“‐蕊一住所~〒

一
処
分
受
託
者

北海道室蘭甫仲町榔番地7漣塞県さいた塞市大富区下町塞Tge1番地

ロー一

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ

名称名称

滞涛謬環職全事華織鐡■
荏雨宇砺云醐4 電話番号砺覗弱司舸1
;東京都港区芝一丁目7霊17号､…

又

は

線

箸

積
~
替
~
え

Ｐ

町

一

曲

》

恥

『

所在地〒
＝訂

8 ．

D qG 中 ■ ﾛ ″｡■
争 昏 ｳ

■

し
数量(及び単位）還

有日物拾畿丑運請の蚤議

識｡愛蔵 感担当鄙劇~ﾉ､酬鋤職燗謬F腿

"の受託:~鱸岬又は識)＃ ~ ~ ~ ﾃｰｰ庁一拠分璽豐都酩,Jぱぬ秘臘璽雲処分の受託

終了祭
診畢句｡岬

処． 分
綻了年月日

最終処分

綻了年月日

､
■

日 複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
恥

迦ユェ年b月iも 2－01－3
○■

~

所(三あ.つえは委託契約書記載の番号）
|舞毒約凝溌名称／所在地／電話番号

。

長識磁熱鶴繍淵勝霊融）
最終処分を

拝った埠雨 5‘1‘18
軸 _皇」１

ＶJX金属荊峨ケミカ聯("00176000884号）

年 月 日’
一＝玉

(直行用） 拳粁完？偶然朴閉辨人今圃産輩書源循攪連合令

照
合
確
認

年 月 日

年 月 日



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
~ （第1面）

~ ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和
金沢市長 殿

篁・6．犀6日

届出者 ~ T920-0372

住所石川県金沢市豊穂町541番地
吉田道路株式会社

氏名代表取締役 高橋斉
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

， 電話番号076-249-1311

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。
の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

ルポリ塩化ピフェニル廃棄物について

）

’ ’保管事業場の名称 吉田道路株式会社

〒920-0372金沢市豊穂町541番地保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-249-1311

’保管の場所 金沢市豊穂町541番地

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ 廃棄物の型式等 量 保管の状況
処分予
定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

番号 廃棄物の種類 分別・
混在の
別

漏れ等
の

おそれ

総重量
（エ台当たり

亜丑x台数）

定格
容量

参考事項表示記号
等

容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

製造者名 型式 製造年月

コンデンサー

(3kg以上）
AF702190K

C7
PCB濃度：

0.68mg/k9
22-001 19．1kvar ニチコン 2000年 BOPO789 1 台 低濃度10 k9 分別 なし

’



一

(日本工業規格A列4番）

＝



、

（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類番号 定格
容量

総重量
（1台当たり
亜企×台数）

表示記号
等

参考事項台数又は
容器の数

製造者名’ 型式 製造年月

コンデンサー

(3kg以上） ﾆﾁｺﾝAF702190Kcl ’000年7
PCB濃度：
0.68mg/k9

22-001 19．1 kvar BOPO789 《
口 低濃度1 10 k9 分析結果により判明R4. 11．4

、

m q m

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
(1台当たり
亜批×台数）

蕊|製造者名 製造年
月

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

型式

1

ロ ロ 1 1 ロ ロ

■

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフエニノ嶢棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
砿赴×台数）

蕊|製造箸名 製造年
月

参考事項表示記号
等

台数又は

容器の数
処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

型式

コンデンサー
(3kg以上）

ニチコ

ン

AF70219

OKC7

“
度

PCB濃度：
0.68mg"kg

22－001 19.1 kvar 2000年 BOPO789 1 台 10 kg R5.4.24 1群桐エコロ(株） R5.6．16

1 1 1 1 1 1 1 1

ﾛ ﾛ ﾛ



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称
■

所在事業場の所在地
■ 令

ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名 |電話雪号’電話番号

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

番号 製品の種類 定格
容量

総重量
（1台当たり
亜趾×台数）

参考事項廃棄予定
年月

表示記号
等

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

製造者名｜ 型式 ｜製造年月
~

’
ロ ＝

Q
■

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ｡ ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 総重量
（ユ台当たり
並盆×台数）

定格
容量

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名｜ 型式 ｜製造年月

~

I Ⅱ I，



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 製品の種類 定格
容量

総重量
（1台当たり
壷最×台数）

参考事項台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名｜ 型式 製造年月

ﾛ ロ 、

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には､速やかに都道府県知事に連絡すること。
3~ 「保管事業場の名称｣及び｢保管事業場の所在地｣の棚には､ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称｣及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
‐での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。 ~
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 ｡｢型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12. F保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ピフエニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」､、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． ，｢保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



(第5面）

.16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない｡

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 ~、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け｣;及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用して.いたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定rする電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。 ．

24． ．この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
るこ・と。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） ．(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
~ (第1面）

~ ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和士年土月名日
金沢市長 殿 ~ ~

届出者 〒920-○377 ~

住所石川県金沢市打木町東302-1
~ 有限会社ヨシダ製作所

氏~名代表取締役吉田博幸~
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号080-7859-7581

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条腋

の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ ’保管事業場の名称 有限会社ヨシダ製作所 ~

〒920-0377~金沢市打木町東302-1’保管事業場の所在地 公

|電話番号’電話番号’代表取締役吉田博幸 080-7859-7581特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’金沢市打木町東302-1保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ピフエニル廃棄物

’~ ~ 量~ 保管の状況’ 廃棄物の型式等
処分予

定

年月

台数又

は

容器の

数

濃度

区分

処理業者との

調整状況
漏れ等
の ：

おそれ

分別.．
混在の
別

参考事項総重量
（エ.台当たり

重量×台散> ~

番号 廃棄物の種類 容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

PCB濃度
~ ~1.2mg/k9変圧器（トラ

ンス）
なし低濃度 分別東芝 1971年

《
ロ 300 kg30 KVA 71074113 101-001 PT-6K

’



（鞄守尽く~鐸曠絲Ｈ終匝）

氏



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物 ~

廃棄物の型式等
旦
呈

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

参考事項廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり
垂熾×台数）

定格
容量 製造年月 ｜表零号

台数又は
容器の数

製造者名 型式

PCB濃度: 1.2
mg/kg -

変圧器（トラン
ス）

使用中止東芝 1971年 低濃度
《
ロ R4.7. 19PT-6K 71074113 300 ･kg30 KVA 101－001

■

■ ■

■ ■

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物く④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
皇
皇

移動先の保管の場所並びに事業者
~~又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

参考事項廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
重丑×台数）

番号 定格
容量

製造年
月

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式

’
ロ ロ 0 1 ↓

■

■､ I
Q E D 。 ’ ロ ロ

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピプェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等
’ ｜ ”陰“

製

皇
學

濃度
区分

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
亟最×台数）

処分
年月日

処分受託者の
名称

定格
容量

処分
年月日

処分委託
年月日

造年
月

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式

1971年 71074113
PCB濃度
1.2mg/kg

峨
度

変圧器（トラ
ンス）

R5.4.24 1群桐エコロ(株）30 KVA| 東芝 I PT-6K R5.5.21 台| 300 k901－001

ロ ロ



(第3面）

2~ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地 － 今 ■ ‐

|電話番号’電話番号’ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名 ~ ~

■

’所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）
量廃棄の見込み製品の型式等

濃度
区分

｜

’

口
参考事項

蕊|製造害懇| 型式
総重量
（1台当たり
重撒×台数）

台数又は
容器の数

処分業者との
調整状況

廃棄予定
年月

製品の種類 表示記号
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（第4面）
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1． この届出書は、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また､ ~ 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4~ 「番号」の棚には､~それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
5． ~｢廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6.． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には､変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については､､記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油)・ ・

7． 「処分予定年月」の欄には､高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフエニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
9． 「量」の欄のうち、 「総重盆」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については､1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 ．｢低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」 .とは高濃度ポリ塩化ビ.フェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

’2． 「保管の状況｣の欄のうち、 「容器の性状｣の欄には､ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ廃棄物を礎している容器の有無､容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
。 （例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

’3． 「保管の状況｣~の欄のうち、 「囲い等の有無」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入するこ~と。
1．5． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ピフエニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
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(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しな･くて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握ずる上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること｡~
20~ ~｢処分年月日」の欄には､実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ピフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである｡． ，

23． 「高濃度ポリ塩化どフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
~ フェニル使用製品をいう。

24この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
~を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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